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坂戸市内生活道路一般の組成変更について（通知） 

 

 日頃より、坂戸市及び鶴ヶ島市管内における水道行政の推進にご理解、ご協力賜り

ありがとうございます。 

標記の件につきまして、令和元年５月３１日より別紙のとおり坂戸市内生活道路一

般の組成が変更されましたので通知します。 

なお、変更後の組成においては、路床・路盤・舗装すべてに再生材を使用し、仮復

旧においても必ずプライムコートを散布してください。 

また、変更前の組成にて既に許可を取得している工事については、変更前の組成で

施行してもよいものとします。 
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